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教育委員会の方針教育委員会の方針

○ 各学校が学校評価システムを構築すること
により、保護者・地域が学校への関心や関
わりを深め、三者の協働による教育の質の
保証を図る。

○ 教育委員会が各学校の目標や課題等を把
握し学校への支援の充実を図る。
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